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医薬品卸は日本の医療の基盤を
支えています

私たち医薬品卸の使命は、平時・有事を問わず、
人々の命と健康を支える医薬品を安全かつ安定的にお届けすることです。
自然災害をはじめ、新たな感染症への対応や
後発医薬品の需給調整などといった厳しい状況下にあっても、
医療の一翼を担う者として、国民の皆様の安心・安全な医療に貢献していきます。

近年、医療分野でのDX・SDGsへの取組みは加速・拡大しています。
医薬品卸も社会の新たなニーズに対応するため、
卸が持つ流通に関する知見とデジタル技術などを掛け合わせて、
高度で効率的な医薬流通システムを構築するなど、医薬流通のDXにも
積極的に取り組んでいます。

流通改善については、コンプライアンスを遵守しつつ、
自らの規範に則って行動する「自律」と他者に依存せずに行動する
「自立」の２つの「じりつ」が必要であり、
卸自らが率先して流通改善ガイドラインの遵守に取り組む姿勢を示し、
流通当事者の「共感」を得ながら推進していきます。

私たち医薬品卸は、現下の厳しい状況を「変わるチャンス」と捉え、
新たな社会的価値を創出し、
将来にわたって医薬品の安定供給を維持・強化するとともに、
医薬品卸業界が魅力ある医薬流通産業として発展すべく、
確固たる目標を持って、新たな取組みを進めていきます。

一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会

会長　宮田 浩美
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命と健康を支える医薬品の安全・安定かつ効率的な供給に努めています。

医薬卸連の組織

医薬品の安定供給とコンプライアンス

医薬品卸の役割

日本医薬品卸売業連合会（医薬卸連）は、医薬品の適正な
供給を責務とする医薬品卸企業により組織された都道府県
単位の卸組合等の団体を会員とする全国組織です。
医薬卸連に加盟している会員構成員企業は、本社数にして
68社（2025年９月１日現在）で、45,698名（2025年６月
１日現在）の従業員が、医療に必要な医薬品の仕入れ、保
管・供給業務などに努力を続けています。その事業活動
は、日本の医薬流通に極めて大きな役割を果たしており、
2023年度における、医薬卸連の会員構成員企業の医薬品
販売高は、約９兆６千５百億円の規模となっています。
賛助会員は、医薬卸連の事業の趣旨に賛同し加入した企業
及び団体等126社（2025年９月１日現在）で構成していま
す。

医薬品卸は、平時・有事の区別なく、医薬品を安全かつ安
定的に供給することを最大の使命としています。その使命
を全うするため、必要な投資を行うとともに、医薬品供給
における適正な品質管理及び安全管理を念頭に置いた流通
体制の構築に取り組んでいます。
また、医薬品卸は、公正かつ自由な競争の確保に十分に留
意し、独占禁止法などの関係法令に抵触しないよう、コン
プライアンスの徹底に努めています。近年では、経営の
トップ自らがコンプライアンスの推進にあたるなど、国民
から信頼が得られるよう、更なる強化に取り組んでいま
す。

医薬品の流通の概要
医薬品卸が取扱う医薬品の販売に占
め る 割 合 は、 医 療 用 医 薬 品 は 約
96％、OTC医薬品は約４％程度で推
移しています。

（注）医薬品卸の中でOTC医薬品卸売業者
は、OTC医薬品とともに健康食品や
介護食品などを取扱い、薬局・薬店
に販売しています。

＊2024年４月１日現在

�	きめ細やかな対応で、医療機関・保険薬局等のニーズに
お応えし、医薬品を迅速・確実にお届けしています

医薬品卸は、約１万３千種類（2025年４月１日現在）の
医療用医薬品を「毛細血管型」の流通網によって約24万
か所の病院・診療所・歯科診療所・保険薬局等に迅速・確
実に供給しています。加えて、不良品の回収や副作用等の
医薬品情報の提供・収集といった特殊な機能も持っていま
す。また、OTC医薬品も多くの薬局・薬店に迅速・確実に
供給しています。

�	災害、パンデミック時等にも、医薬品の流通を通して国
民の命を守ります

毎年、様々な国や地域で自然災害や感染症等のパンデミッ
クが発生しています。我が国においても震災や台風による
風水害、新型感染症（新型インフルエンザなど）の発生時
に医薬品卸は、国、地方自治体等と協力体制をとり、ワク
チンや抗原定性検査キット等の配送を行うなど、医薬品の
流通を通して国民の命を守る役割を果たしています。

�	情報の提供という日本独自の機能を持っています
日本の医薬品卸は欧米の医薬品卸と違い、情報の提供とい
う独自の機能を持っています。医療機関や保険薬局へ副作
用などの医薬品情報の提供はもとより、医師の薬の選択に
関わるような仕事も行っており、このような機能は世界に
冠たるもので、社会インフラとしても価値の高いもので
す。

�	医薬品卸は、医療保険制度の一翼を担っています
医薬品卸は、市場実勢価格を薬価基準に適切に反映させる
ことを目的とした薬価調査に協力しています。2021年か
らは「中間年」にも薬価改定が行われ、更なる流通改善の
推進が求められています。

OTC医薬品直販

医療用医薬品直販（後発医薬品の一部）

約96％

約４％

約49％

約51％

OTC医薬品
（約4,200億円）

医療用医薬品
約13,000品目＊

（約９兆2,300億円）

病院
診療所
等

約180,000軒

保険薬局
約63,000軒

薬局
薬店

（注）
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医薬品を迅速・確実にお届けすると同時に、

医薬品の安全かつ安定的供給が
基本的役割です

医薬品卸は高度な商品知識と
流通ノウハウを蓄積しています

医薬品は厳しい法的規制の下、 
厳格な品質管理が必要です

物的流通にとどまらず、
幅広い役割を果たしています

医薬品卸は、社会及び医療の進歩を支えるために、経済的
で効率的な医薬品の供給を目指して、自らの機能向上に努
めています。特に、医薬品の安全かつ安定的供給は医薬品
卸企業の基本的な役割です。医療機関・保険薬局等が必要
とする医薬品を、必要なときに、必要な量を、必要な場所
へ正確・迅速に供給するよう努力しています。
2020年１月には国内で初めて新型コロナウイルスの感染
が確認されました。その後、医薬品卸は国民の命を守るた
め厳正な温度管理が求められるワクチンを全国に行き渡ら
せ、国の要請に応えるべくエッセンシャルワーカーとして
医薬品の安定供給に努めました。
また、2020年以降に発生したジェネリック医薬品を中心
とした供給不足に対しても、需給調整や代替品の確保など
きめ細かく対応しております。

医薬品は、薬事制度や医療保険制度等の制約下にあって、
他の商品にはみられない流通上の特質を持っています。
したがって、医薬流通に大切な役割を担う医薬品卸は、医
療のあらゆるニーズに応えるため、次の諸点に留意しなが
ら業務を行っています。

（１）品質や有効性・安全性を確保する
（２）安全かつ安定的に供給する
（３）迅速・確実に供給する
（４）経済的・効率的に供給する
（５）多種多様性に対応する
（６）専門的知識・能力を持つ
（７）医薬品情報を収集・提供する

医薬品は、次のような商品特性があります。

（１）社会性・公共性が高い
（２）有効性・安全性及び品質の確保が必要
（３）外観だけで商品特性が明示できない
（４）疾病・治療の多様化に対応した、多品種・少量生産
（５）需要予測が困難で、使用には緊急を要する場合が多い

このため医薬品は、製造から仕入、保管、配送、販売、使
用に至るまで、医薬品医療機器等法をはじめ各種の厳しい
法的規制を受けています。
また、近年では、細胞を原料とするなどの特殊な医薬品

（再生医療等製品など）が増加しており、これらの医薬品
を安全かつ安定的に供給するためには、保管・配送の際の
厳密な品質管理が不可欠となっています。

現代の医療事情の中で卸機能を充実させ、着実に実践して
いくことが、医薬品卸の使命を果たすことになります。医
薬品卸は、高い倫理観を持って、次のような機能を実践し
ています。

（１）所有権移転機能
取引先決定、商品選択、価格交渉、
取引条件設定、売買契約、代金支払い

（２）リスク負担機能
保有在庫による需給調整

（３）物流機能
仕入、保管、品質管理、小口化、流通加工、
取揃え、配送、品質不良品回収

（４）情報伝達機能
販売促進、営業、経営支援、市場調査、
販売データ分析

（５）金融機能
債権・債務の管理、回収管理

（６）需給調整機能
欠品や出荷調整の際の需給調整、
代替品の確保・提供

（７）有事の際のライフライン機能
災害・パンデミックの際の医薬品の供給確保

超低温対応の
保管・移送用
カート

超低温対応の
保管・移送容器
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様 な々役割も担っています

医薬品の品質および
適正な流通管理について

地域包括ケアシステムに向けて

『医療を支える医薬品卸』

販売情報提供の取組み

有事に備えた対応

医 薬 品 卸 売 業 界 に はJGSP（Japanese Good Supplying 
Practice=医薬品供給における品質管理と安全管理に関す
る実践規範）があります。
医薬品の適正流通管理のため、PIC/S GDPを踏まえた「医
薬品の適正流通（GDP）ガイドライン」が取りまとめら
れ、医薬卸連ではJGSPを見直し、2019年２月「JGSP GDP
国際整合化対応版」を作成しました。
医薬品卸は、この「JGSP GDP国際整合化対応版」を遵守
し、品質マネジメント、従業員教育訓練、供給環境と施設
設備、医薬品等の供給業務、自己点検等に徹底して取り組
むことで、安全かつ安心な医薬品の適正流通管理に努めて
います。2021年９月には、会員構成員企業において、役
員、責任者、管理者等が法令を遵守して業務を行うことを
確保するために必要な手順書等の作成に資することを目的
とした「JGSP GDP国際整合化対応版〈令和３年８月１日
施行対応〉」を発刊しました。
2025年５月には、薬機法等の一部を改正する法律が公布
されたこと及び現行のJGSPも改訂から約４年を経過する
ことから、見直すべき点がないか、検討を進めています。
返品の取扱いについても、開封された医薬品及びその他安
全性等が棄損されていると合理的に認められる医薬品など
の返品事例をデータベース化し、医薬品の適正な流通管理
に向けた取組みを進めています。

医療用医薬品の適正な情報提供に向け、安全対策の観点か
らの対応に加えて、広告及び広告に類する行為への対応も
実施されることにより、医療用医薬品の適正使用の確保が
図られています。しかしながら、販売情報提供活動におい
ては証拠が残りにくい行為、明確な虚偽誇大とまではいえ
ないものの不適正使用を助長すると考えられる行為、広告
該当性の判断が難しいものの提供といった行為等が行わ
れ、医療用医薬品の適正使用に影響を及ぼすおそれが懸念
されています。このような状況を踏まえ、医薬品製造販売
業者だけでなく、医薬品卸売販売業者の全従業員（役員を
含む）を対象に販売情報提供活動において行われる広告又
は広告に類する行為を適正化し、保健衛生の向上を図るこ
とを目的として「医療用医薬品の販売情報提供活動に関す
るガイドライン」が策定されました。
2019年10月に「医療用医薬品の販売情報提供活動に関す
るガイドライン」が全面適用になったことを受けて、医薬
品卸では、社内体制の整備、社員教育、販売情報提供活動
の資材の適正性の確保、監督部門によるモニタリングや指
導、業務手順書・業務記録の整備等に取り組み、医療用医
薬品の適正使用の確保に努めています。

医薬品卸は、少子高齢社会を迎え、地域包括ケアシステム
への取り組みが求められています。地域の医療と密接に関
わっている医薬品卸は、地域包括ケアシステムの実現に向
け努力しています。

いつ発生するかわからない自然災害やパンデミックに迅速
に対応すべく、医薬品卸は主要拠点での設備を強化すると
ともに、事業継続計画（BCP）を策定し、有事であっても
医薬品供給が途絶えることのないよう努めています。
また、行政や地域医療を支える関係団体との連携により、
効果的な被災地支援のスキーム構築に貢献しています。

●医薬品卸が果たしている役割や機能、活動などを紹介する冊子を
　2024年５月に発刊し、ホームページに掲載しています。
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過去からの商習慣の脱却に向けて、
コンプライアンスを徹底しつつ、
流通改善に取り組んでいます

流通改善のあゆみ

流通改善の更なる推進

別枠品マスターデータベースの構築

2017年の中央社会保険医療協議会において、薬価制度の
抜本改革が了承され、国が主導して、流通改善に取り組む
ことにより、薬価調査を適切に実施するための環境整備を
図ることとされました。これを受け「医療用医薬品の流通
改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」（流
通改善ガイドライン）が作成されました。
その後、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策
に関する有識者検討会報告書」（2023年６月）に基づき、

「医療用医薬品の流通改善に関する懇談会」での議論を踏
まえ、医薬品特有の取引慣行や過度な薬価差等を是正し、
適切な流通取引が行われる環境を整備することにより、更
なる流通改善を図っていくため、2024年３月に流通改善
ガイドラインの改訂が行われました。

2025年秋から卸売販売業者は、流通当事者双方の共通認
識を形成し更なる流通改善の推進に取り組んでいくことを
目的に「妥結率等の報告における参考資料」を医療機関等
に提供することとなりました。

●全ての流通当事者が改訂された流通改善ガイドラインの趣旨を踏まえて、
医療用医薬品の流通改善に積極的に取り組むために冊子及びポスターを
作成しました。

「医薬品の安定供給」を確保する観点から、特に医療上の
必要性の高い医薬品として基礎的医薬品、安定確保医薬品

（カテゴリーＡ）、不採算品再算定品、血液製剤、麻薬、覚
醒剤及び覚醒剤原料については、価格交渉の段階から別枠
とし、個々の医薬品の価値を踏まえた単品単価交渉とする
こととされました。
これを受け、価格交渉に携わる全ての流通当事者が共通の
理解の下で別枠とされた品目の単品単価交渉に取り組める
よう、ガイドライン上で別枠とされた品目を特定した別枠
品マスターデータベースの運用を開始しました。

概念図
別枠品マスターDB

C社
θθθ

B社
β β β

A社
ααα

基礎的医薬品 安定確保医薬品
カテゴリーA

不採算品再算定品

血液製剤 麻薬

メディコードにて
データ・メンテナンス

利用者X

利用者Y

利用者が随時
データ・ダウンロード

利用者Z

[厚労省]
既存の
情報提供資料

[厚労省]
不採算品
再算定品

覚醒剤・覚醒剤原料



7

医薬流通の適正化に向けて、 
様々な取組みを行っています

医薬流通の効率化のための
IT化を推進しています

医薬流通の国際比較を
情報発信しています

医薬品の使用によって、万一、重篤な副作用が発生した場
合や不良品の流通が明らかになった場合には、健康被害の
発生を最小限に抑えるため、迅速に対応しなければなりま
せん。医薬品卸は、万一の場合にも迅速で正確な回収や危
険情報の円滑な伝達を行い、適正な流通を確保するためIT
化を推進しています。2006年９月、厚生労働省は、医療
用医薬品について世界基準に適合する流通コード（商品
コード、有効期限、ロット番号）を定め、2021年までに
包装単位に流通コードのバーコード表示（新バーコード表
示）を義務付けることとなりました。更に、2019年11月
に成立した医薬品医療機器等法の改正において、新バー
コード表示が義務化されました。これらにより、医薬品の
流通経路の効率的な製品追跡（トレーサビリティ）が飛躍
的に進むこととなります。さらにRFID技術を活用し、医
薬品のIDや入出荷の履歴をトレースする取組みも開始して
います。
また、製薬企業・医薬品卸間のデータ交換は、更なる合理
化・効率化を図るために新フォーマットが導入され、医療
機関・保険薬局等とのデータ交換においては、現在行われ
ている電子データ交換システムを残しつつ、一層の業務効
率化を図るため、新たな医薬品電子データ交換システムを
構築し、一部の医療機関等で実運用が稼働しています。

EU、米国、日本の医療用医薬品の流通構図（第５弾報告書より）

日本の医薬流通や医薬品に関わる制度・機能などについ
て、主に米国・欧州の調査を行い、米国、欧州、日本の比
較を『国際委員会報告書』として公表しています。
第１弾は、2010年に『医薬品卸の機能別コストの国際比
較』について、2013年には第２弾として『医薬品の商取引
の実態と医薬品卸の機能範囲についての国際比較』を報告
書にしました。2015年には、第３弾として医薬品の危機管
理流通をテーマに『自然災害発生時の医薬品供給における
課題と対応の国際比較』を報告書とし、第４弾は、2017年
に『ジェネリック医薬品に関する薬価制度と流通の国際比
較』として後発医薬品の現状と課題の調査を行いました。
2019年には『医療用医薬品の流通の安全性と品質確保に関
する国際比較』をテーマに第５弾報告書を作成、第６弾

『医薬品のグローバルサプライチェーンと日本における安
定供給のリスクについて』は、原薬調達問題が国際的な課
題として浮上し、国内では製造の品質問題を起因とする出
荷調整品への対応が過大な負担となり、医薬品のサプライ
チェーンにおいて安定供給のリスク対応が必須となったこ
とから調査を行い、2023年に報告書にしました。
現在、第７弾『国際委員会報告書』の作成に向け、文献調
査、現地調査、また質問票を送付するなど様々なアプロー
チからフランスの薬価制度について調査を行っており、日
本における今後の薬価制度の在るべき方向性について検討
を進め、報告書としてまとめる予定です。
第１弾から第６弾までの報告書は日本語版及び英語版が発
行されており、ホームページで閲覧可能です。
日本医薬品卸売業連合会のホームページ
国際委員会報告書専用ページ
https://jpwa.or.jp/jpwa/internationalreport/

バーコードによる検品作業

GS1データバー限定型合成シンボルCC－A

医薬品のパッケージに印字された
バーコード表示
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OTC医薬品の流通を通して、
セルフメディケーションの推進を支援します

生活者の安全は
極めて高くなっています

卸売販売業は
「情報のコーディネーター」です

「セルフメディケーション推進ビジョン」
に取り組んでいます

セルフメディケーションの
推進を支援します

OTC医薬品はリスク別に要指導医薬品、第１類医薬品、第
２類医薬品、第３類医薬品に区分され商品の外箱に表記さ
れています。リスクの程度に応じ薬剤師又は登録販売者が
情報提供や服用説明を行います。購入者より相談を受けた
場合は、薬剤師又は登録販売者に情報提供と服用説明の責
任と義務が伴っています。適切な相談応需は薬剤師又は登
録販売者が「対面」で行うことが原則です。また医薬品医
療機器等法によって、国民の最も大切な「安全性」は確保
されています。医薬品はベネフィット（期待すべき効果）
とリスク（期待しない副作用）を併せ持っています。医薬
品医療機器等法で分類されたリスクは「危険」という意味
ではなく、副作用や薬の飲み合わせ（相互作用）を含め服
用に注意を要する「度合い」のことです。適切な相談応需
は購入者に安心・安全を担保するものです。

医薬品卸は複数の製薬企業から多くの情報を集め、それら
を分かりやすくコーディネートし、小売業の販売を支援す
る情報として積極的に発信します。また生活者の声を小売
業の専門家（薬剤師や登録販売者）から収集し、製薬企業
と情報の共有を図ります。 OTC医薬品卸協議会は、団塊の世代が後期高齢者となる

2025年を見据え、取組方針として「セルフケア卸の指
針」、「卸機能の向上」、「流通の最適化」の３つの視点から
課題をまとめ、2017年に「セルフケア卸将来ビジョン」
を策定しました。市場環境も大きく変化してきていること

か ら2024年 にOTC医 薬 品 卸 協 議
会と名称を変更し、新たに「セ
ル フ メ デ ィ ケ ー シ ョ ン 推 進 ビ
ジョン」を発刊しました。健康
寿命延伸産業の一翼を担う医薬
品 卸 と し て、 更 な る セ ル フ メ
ディケーション推進のために、
ビジョンの実現に向けて日々取
り組んでいます。

セルフメディケーションとは、WHO（世界保健機関）の
定義では、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の
不調は自分で手当てすること」とされています。自分自身
の健康を管理し、軽い病気の予防や緩和のために、薬剤師
や登録販売者の助言を得ながら、自分の責任でOTC医薬品
などを使って手当てをすることです。セルフメディケー
ションを推進する施策「セルフメディケーション税制」を
見据えて、医薬品卸としても医薬品医療機器等法を遵守
し、適切な情報提供によるOTC医薬品の適正使用を推進し
て、セルフメディケーションを積極的に支援し、OTC医薬
品の一層の振興を図っています。
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医薬品卸売業界から、
医薬流通産業への取組みを推進しています

「医薬流通産業」への取組み

「医薬流通産業」の啓発・周知、有識者・シンクタンクとの連携強化、大規模災害やパンデミック時の対応
力強化、医薬流通におけるDXの推進、ESG（サステナビリティ）・脱炭素化の推進を掲げ、これらの取組み
を推進していくことで、次世代社員が夢を持ち、魅力のある「医薬流通産業」として一層の発展に努めてい
きます。また、医薬流通産業への取組みを国民の皆様にも知っていただけるよう、ホームページやSNSを通
じて積極的に発信するなど、広報活動についてより一層強化していきます。

医薬品の安定供給を実現するために、医薬品を安心・安全に保管・輸送できる物流システムを構築するな
ど、医薬品卸が持つ様々な知見を活用し、医薬流通のDXに取り組んでいます。更に経済社会の急速な変化
を見据えつつ、今後も医薬品の安定供給の維持・強化に向けて医薬流通の効率化に努めるとともに、情報や
新たな社会的価値を積極的に提供していきます。

医薬流通のDXについて

医薬流通産業への
取組み

「医薬流通産業」の啓発・周知
・医薬流通産業の定義、取組みの周知
・SNS（X、Instagram、Facebook）による発信

大規模災害や
パンデミック時の対応力強化
・「日本危機管理士」講座の受講
・「大規模地震時医療活動訓練
(DMAT)」への参加

有識者・シンクタンクとの連携強化
・有識者・シンクタンクとの意見交換

医薬流通におけるDXの推進
・取引のペーパーレス化に向けた検討
・医療DXの有識者等との意見交換

ESG・脱炭素化の推進
・ESG関連の有識者との意見交換
・IFPW ESGフレームワークに沿った
　日本の事例集

　※IFPW：国際医薬品卸連盟

ＷＥＢ問診 予約システム
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医薬卸連役員等	 （2025年 9 月１日現在）

医薬卸連の組織

会　　議 事 務 局役員等及び委員会

会　　　長

顧　　　問監　　　事

事 務 局 長  

副　会　長

専 務 理 事   

理　　　事
OTC医薬品卸協議会会長

総　　　会

理　事　会

正副会長会議

OTC医薬品卸協議会

副　　会　　長
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務　

・　

薬　

制　

部

企

画

・

調

整

部

医
薬
流
通
産
業
形
成
・
Ｄ
Ｘ
推
進
部

広

報

・

渉

外

部

総

務

委

員

会

薬

制

委

員

会

販 

売 

情 

報 

提 

供 

活 

動

適 

正 

化 

推 

進 

委 

員 

会

医
薬
流
通
産
業
形
成
・

Ｄ  

Ｘ  

推  

進  

委  

員  

会

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
運
営
委
員
会

国 

際 

委 

員 

会

広 

報 

・ 

研 

修 

委 

員 

会

業
務
シ
ス
テ
ム
委
員
会

経  

営  

管  

理  

委  

員  

会

卸
・
薬
価
問
題
検
討
委
員
会

流
通
改
善
推
進
委
員
会

会　 長 宮 田 浩 美 株式会社スズケン

副会長 渡 辺 秀 一 株式会社メディパルホールディングス

〃 吉 村 恭 彰 株式会社アステム

〃 一 條 　 武 株式会社バイタルネット

〃 荒 川 隆 治 アルフレッサホールディングス株式会社

〃 枝 廣 弘 巳 東邦ホールディングス株式会社

専務理事 山 田 耕 蔵 一般社団法人日本医薬品卸売業連合会

理　　事 師 尾 忠 和 株式会社モロオ

〃 内 田 信 也 東北アルフレッサ株式会社

〃 福 神 雄 介 アルフレッサ株式会社

〃 島  　宏 幸 鍋林株式会社

〃 松 井 秀太郎 株式会社ファイネス

〃 中 北 馨 介 中北薬品株式会社

理　　事 井 口 順 之 株式会社ケーエスケー

〃 宅 味 義 博 株式会社サンキ

〃 中 澤 光二郎 中澤氏家薬業株式会社

〃 冨 田 久 雄 富田薬品株式会社

〃 河 野 修 蔵 株式会社セイエル

〃 清 下 洋 介 四国アルフレッサ株式会社

〃 神 原　  仁 株式会社アスティス

〃 松 井 秀 正 株式会社大木

〃 阿座上　 登 株式会社リードヘルスケア

監　　事 大 黒 勇一郎 株式会社翔薬

〃 岡 野 昌 彦 岡野薬品株式会社

顧　　問 鈴 木　　賢 株式会社バイタルネット

参　　与 折 本 健 次 明祥株式会社
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委員会の活動

1 総務委員会
医薬卸連の組織・運営、活動、諸規程並びに財政等に
関する協議のほか、会員構成員企業の従業員数等の基
本的な事項について調査し、公表しています。

2 販売情報提供活動適正化推進委員会
医薬品卸企業における医療用医薬品の販売情報提供活
動の状況を把握するとともに、医薬品卸企業に対し、
必要な指導や助言等を行うための事項について検討
し、適正な活動を実践するための取組みを行っていま
す。

3 薬制委員会
医薬品卸企業が日常業務遂行上必要な薬事関連法の解
釈運用について調査・研究及び指導のほか、医薬品情
報の適切な収集・伝達・提供及びMS（医薬品卸の販売
担当者）教育研修に取り組んでいます。

4 流通改善推進委員会
安定的な医薬品流通を実現し、かつ、コンプライアン
スを徹底しつつ、過去からの商習慣を変えるために、
医薬品卸が率先して流通改善ガイドラインの実効性向
上に取り組むための議論を行っています。
加えて、業務効率向上のための標準化、災害や感染症
流行時の安定供給の対応、更に行政や関係団体との連
携について検討しています。

5 卸・薬価問題検討委員会
医療保険制度下における医薬品流通の在り方を念頭
に、薬価制度改革が市場に及ぼす影響や、流通改善ガ
イドラインを踏まえた流通改善の方向性について議論
しています。
また「中央社会保険医療協議会」や「医療用医薬品の
流通改善に関する懇談会」での議論を踏まえ、持続的
な医薬品の安定供給に資するための医薬卸連としての
対応を検討しています。

6 医薬流通産業形成・DX推進委員会
経済社会の急速な変化や持続可能な社会の実現を見据
え、医薬品卸が「国民の健康と福祉の向上に欠かせな
い産業（医薬流通産業）」として新たな付加価値を創出
していくべく、DXやサステナビリティなどへの取組み
を推進しています。

7 経営管理委員会
医薬品卸売業の経営実態に関する調査・研究、資料作
成を行い、経営基盤安定強化への基礎的な判断資料を
提供するとともに、流通改善に資する基本的事項につ
いて調査し、公表しています。

8 業務システム委員会
医療用医薬品流通の業務システムの標準化・効率化を
目的として、医薬品統一商品コードの設定・管理、流
通コードの普及推進及びIT化推進など、諸業務改善に
取り組んでいます。

9 広報・研修委員会
機関誌『月刊卸薬業』及び『医薬卸連ガイド』の編
集・発行、ホームページ等による社会一般への広報活
動のほか、医薬流通を取り巻く課題や展望などを取り
上げてセミナーを実施するなど、研修活動にも取り組
んでいます。

10 国際委員会
薬価制度改革議論において、幅広い視野で的確な提言
ができるよう、医薬品卸売業の視点で欧米の流通事情
を調査し、その分析に努めています。また、IFPW（国
際医薬品卸連盟）総会で情報発信するなど、医薬流通
の国際化に対応しています。

11 OTC医薬品運営委員会
OTC医薬品卸協議会で協議すべきOTC医薬品卸売業に
係る各種の課題（セルフメディケーションの推進、業
界のIT化の推進、商慣習の改善など）について対応し
ています。

医薬卸連では、コンプライアンスの向上を図るため、
・全ての委員会について、議事内容を録音し、３年間保存する
・医薬品流通の在り方について議論を行う会議には独占禁止法に詳しい弁護士を同席させる　などの取組みを行っています。
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医薬卸連の関係団体

医薬卸連のセミナー

日本薬業政治連盟	 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館７F）

Japan Pharmaceutical Political Association　	 電話 03（3275）1585　FAX 03（3273）7648　会長・鹿目 広行（アルフレッサ㈱）

日本医薬品卸勤務薬剤師会　	 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館７F）

Japan Society of Wholesaler Pharmacists　	 電話 03（3275）0983　FAX 03（3273）7648　会長・師尾 仁（㈱モロオ）

医療用医薬品卸売業公正取引協議会　	 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館７F）

Fair Trade Council on Ethical Drug Wholesaling　	 電話 03（3275）0984　FAX 03（3273）7648　会長・島 宏幸（鍋林㈱）

当連盟は、医薬卸連の目的達成に必要な政治活動を行うため、
1972年１月に設立された団体です。
当連盟は、薬業そのものが医療保険制度など公的制度に組み込
まれていることに鑑み、政治と関わりあいを持つことを認識
し、政治家に対する支援活動の展開を期しています。そのこと
は、ただ単に業界の存立を防衛するのみならず、広く社会保障

制度や医療保険制度の充実、あるいは薬業界の発展等に関し、
その責務を果たすことにより、国民の健康と医療の向上、発展
に寄与することを目的としています。
当連盟の会員は、医薬卸連の会員構成員を正会員とするほか、
正会員以外で当連盟の趣旨に賛同する企業・団体を賛助会員と
して構成し、全国47都道府県に支部を置いています。

　　　　　　　　　　　　　　　
ヒルトップ・セミナー

卸会員企業の経営幹部を対象として毎年
７月頃に開催しています。
2024年は「医薬流通産業を取り巻く環
境変化と対応策について」をテーマに、
各界から４名の講師をお招きし開催しま
した。

　　　　　　　　　　　　　　　
日本医薬品卸売業連合会

セミナー
卸会員企業のみならず、賛助会員を対象
として、毎年11月頃に開催しています。
2024年 は「 流 通 改 善 と 医 療DXビ ジ ョ
ン」をテーマに、各界から３名の講師を
お招きし開催しました。

　　　　　　　　　　　　　　　
独占禁止法研修会

医薬卸連と医療用医薬品卸売業公正取引
協議会の共催で、卸会員企業を対象に毎
年開催しています。2024年は独占禁止
法（カルテル・談合、優越的地位の濫
用）や企業におけるコンプライアンスに
ついて、２名の講師をお招きし開催しま
した。

当会は、医薬品卸売販売業に勤務する薬剤師の一般知識と倫理
及び学術の水準をより高め、「医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律」（医薬品医療機器等法）
等法規の遵守、卸の実践規範であるJGSPの実践、DI活動、教育
研修の実施、安全管理業務の推進等主たる業務においてその機
能を発揮することにより、医薬品医療機器等法に規定する医薬

品等を取り扱う医薬品卸売販売業の使命の達成に努め、もって
国民医療の向上に寄与することを目的として、医薬卸連と緊密
な連携を保ちながら、その目的達成に必要な事業活動を行うた
め、1977年10月に設立された団体です。当会は、その目的を達
成するため、実務委員会を中心として、事業活動を推進してい
ます。

当協議会は、公正取引委員会及び消費者庁長官の共同認定を受
けた景品表示法に基づく「医療用医薬品卸売業における景品類
の提供の制限に関する公正競争規約（1984年12月26日公正取
引委員会告示第35号）」の目的を達成するため1985年３月に設

立されました。
当協議会の会員は、医薬卸連を構成する都道府県単位の会員で
ある47団体会員に、会員外の１団体を加えた合計48の団体会員
と任意に参加する個別会員（２社）で構成されています。
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IFPW（国際医薬品卸連盟）を通して
世界の医療活動に貢献しています

IFPWは1976年に「医薬品の迅速で確実な流通活動によ
り、安全で効率的なアクセスを世界的に促進させるため
のサポート」を目的に設立され、世界の４地区（アジ
ア・豪州、南米、欧州・中東・アフリカ、北米）、約20
か国の医薬品卸団体及び卸企業などで構成する世界医薬
品卸業の団体です。医薬卸連は、1976年のIFPW設立当
初から加盟しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で予定より１年遅れと
なりましたが、2021年10月に1992年の名古屋総会以来
29年ぶりとなる日本・東京総会を成功裏に開催しまし
た。

当時の医薬卸連 鈴木賢会長（総会時はIFPW会長兼務）
のリーダーシップの下、東京総会は「革新を遂げる医療
とともに進む医薬品卸」をメインテーマとし、世界各国
より高い関心が寄せられている高齢社会に対応する日本
の医療制度等を取り上げ、各国の医薬品市場や医薬品卸
の取組みなどについて議論しました。

その後2022年ミラノ総会、2024年マイアミ総会が開催
され、2026年にはメキシコシティ、2028年にはシンガ
ポールで開催される予定となっています。

●	開催地
1977年 第１回 ベルリン

1979年 第２回 ハワイカウアイ

1981年 第３回 メキシコシティ

1983年 第４回 京都 

1985年 第５回 ボーンマス

1987年 第６回 シドニー

1988年 第７回 ストックホルム

1990年 第８回 ワシントンD.C.

1992年 第９回 名古屋 

1994年 第10回 ブエノスアイレス

1996年 第11回 シドニー

1998年 第12回 ローマ

2000年 第13回 ニューヨーク

2002年 第14回 モナコ

2004年 第15回 上海

2006年 第16回 サンフランシスコ

2008年 第17回 ダブリン

2010年 第18回 ソウル

2012年 第19回 カンクン

2014年 第20回 北京

2016年 第21回 ロンドン

2018年 第22回 ワシントンD.C.

2021年 第23回 東京 

2022年 第24回 ミラノ

2024年 第25回 マイアミ

2026年 第26回 メキシコシティ（予定）

2028年 第27回 シンガポール（予定）

海外医薬品卸との情報交換にも 
積極的に取り組んでいます

2024年10月　第25回マイアミ総会
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医薬卸連の正会員	 （2025年10月１日現在）

卸組合・協会 代表者 所在地 電話 FAX 構成員数

北海道医薬品卸売業協会 会　長　　眞鍋　雅信 〒060-0062 札幌市中央区南２条西12-324-2（ヴィラ・プリンス４F 401号） 011（522）8463 011（522）8463 6
東北医薬品卸業連合会 会　長　　一條　　武 〒980-8581 仙台市青葉区大手町1-1（㈱バイタルネット内） 022（266）8820 022（266）3942 ─
青森県医薬品卸組合 理事長　　佐々木　孝 〒030-0847 青森市東大野2-11-5（東邦薬品㈱青森営業部内） 017（762）2744 017（762）2745 5
岩手県医薬品卸業協会 理事長　　小松　健悦 〒020-0891 紫波郡矢巾町流通センター南3-1-12（㈱バイタルネット岩手営業部内） 019（638）8891 019（639）3344 5
宮城県医薬品卸組合 理事長　　鈴木　三尚 〒981-3188 仙台市泉区八乙女3-3-1（㈱バイタルネット宮城営業部内） 022（725）5838 022（725）5838 9
秋田県医薬品卸業協会 会　長　　伊吹　正彦 〒010-0061 秋田市卸町4-9-5（㈱メディセオ内） 018（874）7070 018（874）7070 6
山形県医薬品卸業協会 会　長　　松浦　光輝 〒990-2338 山形市蔵王松ヶ丘1-2-10（㈱バイタルネット山形支店内） 023（695）3115 023（688）9130 6
福島県医薬品卸組合 理事長　　福井　　学 〒963-0551 郡山市喜久田町字松ケ作15-1（東北アルフレッサ㈱内） 024（959）6373 024（959）6513 5
関東医薬品卸協議会 会　長　　福神　雄介 〒103-0023 中央区日本橋本町3-4-18（昭和薬貿ビル５F） 03（3241）0438 03（3271）4377 ─
東京医薬品卸業協会 理事長　　福神　雄介 〒103-0023 中央区日本橋本町3-4-18（昭和薬貿ビル５F） 03（3241）0438 03（3271）4377 19
茨城県医薬品卸業組合 理事長　　小林　孝徳 〒319-0317 水戸市内原1-134（㈱メディセオ内） 029（257）0830 029（257）0645 4
栃木県医薬品卸協会 会　長　　岡田　　明 〒321-0911 宇都宮市問屋町3172-33（東邦薬品㈱内） 028（657）8090 028（657）7000 5
群馬県医薬品卸協同組合 代表理事　近藤　　実 〒370-0058 高崎市九蔵町56-4 １F 027（381）6551 ─ 6
埼玉県医薬品卸業協会 理事長　　佐々木誠仁 〒360-0024 熊谷市問屋町2-5-2 048（523）6816 048（523）6814 7
千葉県医薬品卸協同組合 理事長　　岩渕　琢磨 〒284-0033 四街道市鷹の台1-5（岩渕薬品㈱内） 043（236）7171 043（236）7008 5
神奈川県医薬品卸業協会 理事長　　門野　元則 〒235-0007 横浜市磯子区西町14-11（神奈川県総合薬事保健センター内） 045（753）7366 045（753）7366 8
甲信越ブロック協議会 会　長　　島　　宏幸 〒390-0811 松本市中央4-9-63（（一社）松本薬業会館内） 0263（36）7616 0263（36）7616 ─
新潟県医薬品卸組合 理事長　　茂木　稔之 〒950-2092 新潟市西区流通センター 4-6-2（㈱マルタケ内） 025（268）7800 025（268）6303 6
長野県医薬品卸協同組合 理事長　　島　　宏幸 〒390-0811 松本市中央4-9-63（（一社）松本薬業会館内） 0263（36）7616 0263（36）7616 7
山梨県医薬品卸協同組合 理事長　　大平　大介 〒409-3800 中央市流通団地3-7-3（㈱スズケン内） 055（273）6525 055（273）8334 6
北陸卸薬業協議会 会　長　　松井秀太郎 〒920-0295 金沢市大浦町ハ55（㈱ファイネス内） 076（239）0032 076（239）0092 ─
富山県医薬品卸業協同組合 理事長　　松井秀太郎 〒939-8601 富山市太郎丸西町2-9-3（㈱ファイネス内） 076（421）3141 076（421）3796 6
石川県薬業卸協同組合 理事長　　川尻　洋光 〒920-0392 金沢市無量寺町ハ1（明祥㈱内） 076（266）4141 076（266）1869 8
福井県医薬品卸業協会 会　長　　橋本　和哉 〒910-0823 福井市重立町28-45（明祥㈱内） 0776（53）2626 0776（53）5401 6
東海卸薬業団体協議会 会　長　　中北　馨介 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-1-35（名古屋薬業健保会館２F） 052（212）8902 052（212）8903 ─
静岡県医薬品卸業協会 会　長　　小出　和也 〒420-0035 静岡市葵区七間町5-1（チサンマンション七間町501号） 054（255）2707 054（251）6147 5
愛知県医薬品卸協同組合 理事長　　中北　馨介 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-1-35（名古屋薬業健保会館２F） 052（212）8902 052（212）8903 11
岐阜県医薬品卸協同組合 理事長　　小林　崇二 〒500-8023 岐阜市今町4-20（日建ビル506号） 058（215）5500 058（215）6122 8
三重県医薬品卸業協会 会　長　　新美　勝久 〒514-0042 津市新町1-5-22（シティーフラット中村201号） 059（213）7073 059（213）7074 5
近畿医薬品卸協議会 会　長　　井口　順之 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6（大阪薬業クラブ５F） 06（6231）4274 06（6231）4262 ─
大阪府医薬品卸協同組合 理事長　　井口　順之 〒541-0044 大阪市中央区伏見町2-4-6（大阪薬業クラブ５F） 06（6231）4274 06（6231）4262 11
滋賀県医薬品卸協会 会　長　　伊藤　智昭 〒523-0893 近江八幡市桜宮町289（フジビル４F） 0748（33）2840 0748（33）2841 7
京都府医薬品卸協会 会　長　　山口　昌孝 〒604-0855 京都市中京区二条通室町東入東玉屋町487（二条薬業会館内） 075（231）7296 075（231）7296 7
兵庫県医薬品卸業協会 会　長　　井伊輝副美 〒650-8503 神戸市中央区山本通2-14-1（㈱メディセオ北野坂ビル４F） 078（230）5302 078（230）5815 5
奈良県医薬品卸協同組合 理事長　　有島　良和 〒630-8445 奈良市池田町210-4（東邦薬品㈱奈良営業所内） 0742（61）2615 0742（61）6717 7
和歌山県医薬品卸組合 会　長　　竹中　康昭 〒640-8212 和歌山市杉ノ馬場1-47（祥永ビル３F） 073（423）2424 073（423）2424 5
中国地区医薬品卸業連合会 会　長　　宅味　義博 〒732-0057 広島市東区二葉の里3-2-1（広島県薬剤師会館内３F） 082（567）6301 082（567）6302 ─
鳥取県医薬品卸業協会 会　長　　岡田　和也 〒683-0853 米子市両三柳2900-7（㈱セイエル山陰営業部内） 0859（32）2211 0859（34）4597 4
島根県医薬品卸業協会 会　長　　河内　義温 〒690-0021 松江市矢田町218-2（ティーエスアルフレッサ㈱山陰営業部内） 0852（21）4909 0852（31）4499 4
岡山県医薬品卸業協会 会　長　　三好　　潤 〒701-0301 都窪郡早島町矢尾793（㈱エバルス岡山ALC内） 086（903）3190 086（903）3179 5

広島県医薬品卸協同組合 理事長　　河野　修 〒732-0057 広島市東区二葉の里3-2-1（広島県薬剤師会館内３F） 082（567）6301 082（567）6302 5

山口県薬業卸協会 会　長　　関谷　英二 〒755-0152 宇部市あすとぴあ3-4-15（ティーエスアルフレッサ㈱山口営業部内） 0836（52）8160 0836（52）8162 5
四国医薬品卸業連合会 会　長　　中澤光二郎 〒790-0003 松山市三番町7-6-9（愛媛県薬剤師会館２F） 089（934）9510 089（934）6633 ─
徳島県医薬品卸業協会 会　長　　矢部　裕二 〒771-0197 徳島市川内町平石夷野224-29（四国アルフレッサ㈱内） 088（665）3112 088（665）3677 4
香川県医薬品卸業協会 会　長　　谷本　　満 〒760-0006 高松市亀岡町9-20（（一社）香川県薬剤師会館内） 087（831）0508 087（831）0070 4
愛媛県医薬品卸業協会 会　長　　近藤　裕之 〒790-0003 松山市三番町7-6-9（愛媛県薬剤師会館２F） 089（934）9510 089（934）6633 4
高知県医薬品卸業協会 会　長　　竹内　英人 〒781-8104 高知市高須1-15-5（㈱幸燿内） 088（883）7211 088（883）7031 4
九州医薬品卸業連合会 会　長　　冨田　久雄 〒862-8711 熊本市中央区九品寺6-2-35（富田薬品㈱内） 096（373）1145 096（362）4184 ─
福岡県医薬品卸業協会 会　長　　小玉　康二 〒812-8585 福岡市東区箱崎ふ頭3-4-46（九州東邦㈱内） 092（641）3141 092（641）3147 10
佐賀県医薬品卸業協会 会　長　　本田　秀弥 〒849-0934 佐賀市開成6-12-25（㈱翔薬 佐賀支店内） 0952（30）3211 0952（31）9039 7
長崎県医薬品卸業組合 理事長　　藤村　尚賢 〒851-0134 長崎市田中町2022（藤村薬品㈱内） 095（837）8336 095（837）8451 7
熊本県医薬品卸業協会 理事長　　冨田　久雄 〒862-8711 熊本市中央区九品寺6-2-35（富田薬品㈱内） 096（373）1145 096（362）4184 9
大分県医薬品卸業協会 会　長　　清末　純司 〒870-8602 大分市西大道2-3-8（㈱アステム大分営業部内） 097（543）2100 097（545）2129 6
宮崎県医薬品卸業協会 会　長　　中島　由行 〒880-0814 宮崎市江平中町5-1（㈱アステム宮崎営業部内） 0985（24）3111 0985（24）3643 6
鹿児島県医薬品卸業協会 会　長　　牧野　弘希 〒890-0033 鹿児島市西別府町2941-24（九州東邦㈱鹿児島営業部内） 099（282）6311 099（282）3040 6
沖縄県医薬品卸業協会 会　長　　比嘉　勝也 〒901-2686 浦添市牧港5-6-5（㈱琉薬内） 098（878）1111 098（878）1190 5
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コンプライアンス宣言
令和３年５月27日

 一般社団法人 日本医薬品卸売業連合会

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会並びにその正会員及び会員構成員企業は、社会的責任と使命を意識し、 
誠実かつ確固たる倫理観に基づき、コンプライアンスをより一層強化するために、以下の通り宣言します。

１.法令及び諸規程の遵守
私たちは、法令及び諸規程を遵守し、企業人、社会人として良識ある行動を心がけます。

２.公正かつ自由な競争の確保、不正行為の撲滅
私たちは、公正かつ自由な競争の確保に十分に留意し、独占禁止法等の関係法令に抵触するような行為
は一切行いません。また、不正行為・違法行為の誘いは断固として拒否します。

３.持続可能な社会の実現
私たちは、公正かつ安心できる医薬品の流通体制を構築し、医薬品の安定供給という社会的使命を通じ
て、持続可能な社会の実現に貢献します。

４.厳格な品質管理の徹底
私たちは、医薬品医療機器等法を含む各種の法令を遵守し、医薬品の供給において、厳格な品質管理を
徹底します。

５.契約の遵守
私たちは、取引先と公正な契約を締結し、これを遵守します。

６.機密情報・個人情報の適切な管理
私たちは、自らの保有する機密情報（個人情報を含む。以下同じ。）及び取引先等を含む第三者より入手
した機密情報を法令、諸規程及び契約に則り適切に管理・保護・利用いたします。

７.インサイダー取引の禁止
私たちは、業務遂行上、正会員、会員構成員企業やその取引先を含む第三者の重要情報を知った場合に
は、当該情報が正式に公表されるまでは、インサイダー取引やその疑いを招くような行動・ 行為は一切
とりません。

８.反社会的勢力との関係の根絶
私たちは、反社会的勢力との関係を持たず、反社会的勢力の活動を助長するような行為を一切行いませ
ん。

９.公私の厳格な峻別
私たちは、個人の利害と会社の利害を厳格に区別し、誠実に業務の遂行を行います。

10.人権の尊重
私たちは、人権を尊重し、国籍、人種、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、障害の有無等を理由と
する差別やハラスメント（いやがらせを含む。）を一切行いません。

11.コンプライアンス違反への対応
私たちは、コンプライアンス違反事例が発生した場合には、正確な事実関係の把握及び根本的な原因の
解明に努め、再発の防止を徹底します。



2025年９月改訂

〈交通のご案内〉
■ JR「東京駅」八重洲北口より徒歩１分（東京駅から八重洲地下街直結）
■ 地下鉄銀座線・東西線「日本橋駅」、丸ノ内線「東京駅」より各徒歩５分

医薬卸連の標章は、楕円に「卸のＯ」と日本の「日の丸」を
図案化したものです。

一般社団法人日本医薬品卸売業連合会

一般社団法人

日本医薬品卸売業連合会

）F7館会口洲重八（会合連業売卸品薬医本日）社一（
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〒103-0028 東京都中央区八重洲1-7-20（八重洲口会館７Ｆ）
電話 03（3275）1573（総務・薬制部）
 03（3275）0982（企画・調整部）
 03（6262）5266（医薬流通産業形成・DX推進部）
 03（3275）0981（広報・渉外部）
FAX  03（3273）7648
ホームページ https://jpwa.or.jp/jpwa/


